


上意下達的な態度

　今回は、政府開発援助（ODA）
事業を支える屋台骨とも言える開
発コンサルティング企業の経営的
な悲鳴に耳を傾けてみたい。この
グループが経営的困窮ないし経営
破綻すると、日本のODA事業が
成り立たないと言っても過言では
ない。
　世間では、ODA事業者はすべ
て国際協力機構（JICA）のよう
に見られていて、事業実施におい
て頭脳的役割を果たしている開発
コンサルティング・グループの存
在がそれほど理解されていない。
彼らは常にJICAの影武者的な存
在のように見られている。
　そういう状況を作り出した責任
は、日本政府にあると言いたい。
例えば、「開発協力白書・ODA
白書」などで実施機関である
JICAは大きく扱われても、ODA
やJICAの屋台骨を支えている開
発コンサルティング・グループの
存在についてはJICAの内輪に取
り込まれた影武者的な扱いになっ

ている。これではJICAとのパー
トナーの意味が薄れてしまう。そ
の傾向は日を追うように深まって
いるように感じられる。
　例えば、JICA調達部は２月６
日、「コンサルタント等契約に係
る積算基準の改正について」とい
う通達を出した。それがいかにも
上意下達的である。例えば平成
30年度の財務省による予算執行
調査において、「コンサルタント
の人件費・間接経費の積算方法を
ゼロベースで見直すべき」との指
摘を受け、2019年度「JICAコン
サルタント等契約に係る経費実態
調査」を実施したとある。そこに
は、財務省の指示・指摘を受けて
積算基準の改定を行うという主体
性のなさが露呈されている。いか
にも“御上の代理人”といったイ
メージが浮き彫りになっているよ
うに感じる。
　JICAは2017年に予算執行管理
問題を起こし、18年に財務省に
よる予算執行調査を受けている。
以来、これは筆者のミスリードか
もしれないが、財務省に対して独

立機関としての発言力が小さくな
っているように見受けられる。

望まれる適正な報酬

　ここらで、本題に入りたい。そ
れはコンサルティング業界の直面
している経営不安の問題である。
　第１は、常態化している低収益
性の問題だ。その主な原因には、
色々な調査事業におけるM／M
（マンマンス。一人当たりの業務
人付）不足が挙げられる。これは
ODA予算の減少に伴う処置だと
見られている。予算不足を案件の
削減ではなく、１件当たりのM／
Mの削減でカバーし、そのツケを
実施者のコンサルタントへ転嫁し
ているようにも見える。最近の質
とコストをベースにした選定を行
う「QCBS」方式などもコンサル
タントの経営圧迫の一因になる可
能性が高いとみられている。
　第２は、JICAへの高い依存度
だ。JICAへの依存度が大きいと
言っても、もともとはODA事業
のコンサルティングを請け負う専
門集団として発足した企業である

から、収益の多くはODA事業に
よるものである。そこで、その偏
重を避けるために、国際化を図る
か、また国内のマーケットに参入
するかなど、模索が続いている。
　JICAとのコンサルティング契
約額は、推定ではあるが、年間約
800億～1,500億円ほどではない
かと見られている。その推定に従
うと、これに200～300社が参入
したとして、それを200社に絞る
と、単純計算して１社当たり約７
億5,000万円程度の売上が考えら
れる。うち利益率を１社当たりで
単純計算すると、１％で750万円、
２％で1,500万円という勘定にな
る。１～２％程度の利益率では経
営が成り立つかどうか定かではな
い。
　（一社）海外コンサルタンツ協
会（ECFA）メンバーの営業利益
率を2012～13年から2016～17
年で見ると、4.7％、1.9％から一
気に－0.8％、－5.0％、－2.0％
と急降下して止まらず、１％、２
％の利益確保もままならない状況
に陥っている。
　また、日本の産業別の2018～
19年度純利益率ランキングでは、
ネット証券が15.6％、銀行10.8
％、M＆Aコンサル／経営コンサ
ル、シンクタンク9.6％、金融8.5
％、不動産6.1％、化学5.3％、建
設4.3％という状況である。国内
比較をしても、開発コンサルティ
ング業界の経営がいかに苦しいか
一目瞭然である。
　ただ、JICAはコンサル単価を
引き上げていないわけではない。
10年前に比べれば月額単価は15

～25％ほどアップ
しているものの、
各社ともに低利益
率の状況が続いて
いるようだ。その
理由は、どうも適
正なM／Mが確保
されていないので
はないか、という
結論になりそうだ。

人材が集まらない

　国土交通省など
の国内官庁と比較
してみると、1人の
専門家が手掛ける
ことができるプロ
ジェクトは最大10
件までと定められ
ているようだ。一方、JICAの場
合は１人の専門家の受注は１プロ
ジェクトに限定されている。だか
ら、１人当たりの経営効率が大き
く異なる。国内官庁は日本のコン
サル業界の健全な発展を守るとい
う使命に立脚しているが、なぜか
ODA分野は国内企業の発展のた
めに存在していない、という一種
の誤解の上に立脚しているかのよ
うにも見える。
　最後に一言。これまで開発コン
サルタントの直面する問題を考え
てきたが、今や経営上の最大の悩
みは“人材確保”である。毎年、
JICAへの新卒応募者数は一流企
業並みであるが、現場でODA事
業を支えようとするコンサル業界
の若手人材の確保は極めて難しい
状況にある。今では待遇がネック
となって、新卒どころか中途採用

も厳しい。どうしても待遇が他分
野より低く、業界の知名度も低い
からではないかと考えられている。
政府にお願いするとしたら、第１
に、政府はすべてのODA案件の
質に重点を置いて選択と集中を行
い、それに伴う形でコンサルティ
ング部門の質を重視しながら待遇
改善を行い、次世代を担う若手人
材育成を一つの政策として取り組
んでもらいたい。第２に、JICA
事業を支える開発コンサルティン
グ・グループを前面に押し出して
もらうことである。例えば、
ODAに関する委員会にはメンバ
ーとして、経験豊富なコンサルタ
ントを必ず参加させてもらい、常
に業者扱いではなく、専門家扱い
にしてもらいたい。そこから知的
産業としての知名度アップが始ま
るものと考えたい。

開発コンサルタントは
JICAの影武者ではない

インドネシア・バリ島の寺院。大きな石柱を二つに割ったような珍しい門柱。
バリ島独自の信仰が見られる。2003年４月筆者撮影
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「司法外交」を積極推進

　法務省は「司法外交」を掲げ、
法司法分野の国際協力を推し進め
ている。この流れを受けて、近年、
同省のODA予算は増加傾向にあ
る。2020年度は前年度比7.4％増
の４億5,002万円を計上した。①
法制度整備支援充実強化経費、②
国際連合協力研修等経費、③国際
連合薬物犯罪事務所拠出金、の３
つを柱に取り組んでいく。
　①では、民商事法を中心に幅広
い法分野の法整備や人材育成を行
う。1994年にベトナムで始まっ
た法務省による法制度整備支援は、
その後カンボジアやラオス、イン
ドネシア、ミャンマーなどの
ASEAN諸国にも拡大し、現在は
裁判官・弁護士などの法律実務家
や司法省職員の能力向上も含んだ
支援となっている。今年度は、こ
うした取り組みをモンゴル、ウズ

ベキスタン、ネパール、東ティモ
ール、バングラデシュ、スリラン
カでも積極的に展開していく予定
だ。
　②では、国連アジア極東犯罪防
止研修所（UNAFEI）の運営と
UNAFEIが実施する研修の資金
支援を行う。UNAFEIは国連と
日本政府との間の協定に基づき、
1962年に設置された国際研修機
関だ。法務省は設置以来、その運
営を、ODA予算を通じて行って
いる。加えて、UNAFEIは2020
年４月に開かれる犯罪防止と刑事
司法に関する国際会議「第14回
国連犯罪防止刑事司法会議」（京
都コングレス）で、再犯防止をテ
ーマとするワークショップを担当
し、その後、コングレスの成果を
踏まえたフォローアップを実施す

る予定だ。
　③は、国連薬物犯罪事務所
（UNODC）のウィーン本部と
バンコクにある東南アジア大洋州
地域事務所向けの拠出金だ。後者
への拠出金は、東南アジア諸国に
おける刑事司法の機能強化と過剰
収容に対処する刑務所運営の両プ
ロジェクトに充てられている。

薬物取締会議を継続開催

　警察庁の2020年度ODA予算は、
前年度比12.2％増の1,833万円を
計上した。アジア・太平洋薬物取
締会議（ADEC）の開催にかか
る経費は招聘国の見直しや会議開
催費用の変動を受けて増加した。
　ADECは、主にアジア・太平
洋地域の国・地域の警察関係者な
どを幅広く招聘し、薬物情勢、捜
査手法などに関する討議と情報共
有を図る会議だ。2020年２月に
東京で開催された第25回会議に
は、27カ国に加え、国連薬物犯
罪事務所（UNODC）など、２
つの国際機関が参加した。
　なお、警察庁は前年度に実施さ
れた国際協力機構（JICA）のODA
案件に対して、５人の専門家を新
たに派遣したほか、55カ国から
169人の研修員を受け入れている。 

会の構築を目指した活動も側面支
援する。具体的には、既存の関連
事業者との関係などに留意しなが
ら、（株）日本人材開発センター
で特定技能・技能実習制度の紹介
や日本のビジネスマナー講座など
を来日前の外国人材に提供するこ
とにより、送出機関などの補完型
支援に取り組んでいく。さらに外
国人材が母国に帰国した後、日本
で培った技術を生かした仕事に就
けるよう、枠組み作りも模索する。
　また、日本に居住する外国人の
増加に伴い、受け入れ体制の整備
などで地方自治体の負担が増える
ことから、JICA海外協力隊の経
験者などを「国際協力推進員」と
して、地方自治体に配置する取り
組みを強化する。この国際協力推
進員を通じて、従来実施してきた
開発教育や市民参加協力の推進に
加えて、共生社会の構築に向けた
市民活動や広報でも地方自治体を
サポートする予定だ。

前年度並みを維持

　国際協力機構（JICA）関連の
2020年度ODA予算では、「JICA
運営費交付金等」、無償資金協力
（外務省実施分含む）ともに微増。
有償資金協力勘定への一般会計出
資金は前年度並みとなった。
 主に技術協力の経費に充ててい
る「JICA運営費交付金」は前年
度比５億9,000万円増となった。
JICA国内拠点の施設改修などに
充てられる「施設整備費補助金」
は前年度比1,000万円増、無償資
金協力は外務省の実施分と併せて
前年度比１億円増となった。
 有償資金協力勘定の投融資事業
規模は前年度比50億円増加の1.4
兆円。協力準備調査や本邦技術活
用条件（STEP）適用の円借款案
件の詳細設計の支援などに充てる
「有償勘定技術支援」は前年度並
みの488億円を計画。
　有償資金協力の原資を見ると、
「一般会計出資金」は前年度比２
億円減、政府の財政投融資からの
資金供給は前年度比219億円増と
なった。また、過去に実施した円
借款の回収金と共に「自己資金
等」を構成するJICA債の発行額
は前年度と同規模を予定している。

共生社会の構築支援にも着手

　JICAは昨年度と同様、「自由で
開かれたインド太平洋」（FOIP）
の推進に取り組む。注力するのは
海洋の安全保障や連結性の向上、

気候変動対策・防災などを中心と
した大洋州への取り組みの拡充だ。
加えて、JICA開発大学院連携を
通じた知日派リーダーの育成など、
これまでの協力の拡充を図る。
　日本企業の技術・ノウハウを活
用した「質の高い成長」への支援
も引き続き推進し、今後は公共イ
ンフラの新設に加え、交通・電力
分野などで施設の適切な運営維持
管理（O&M）を後押しするO&M
サービスへの円借款供与も展開し
ていく。円借款は持続可能な開発
目標（SDGs）に沿って、防災・
保健分野でも積極活用する。
　このほか、第７回アフリカ開発
会議（TICAD７）、G20大阪サ
ミットなどで打ち出された国際公
約のフォローアップも行う。アフ
リカの保健・教育支援や産業人材
育成、気候変動、海洋プラスチッ
クごみ対策などに取り組む。
　さらに、新たな試みとして近年
取り組んでいる日本国内の共生社

10年連続で増加

　外務省の2020年度ODA予算は、
前年度と比べて53億円増の4,429
億円を計上。10年連続の増額と
なった。「自由で開かれたインド
太平洋」（FOIP）の実現と持続
可能な開発目標（SDGs）の達成
に向け、既存の取り組みを中心に
堅実に実施していく。
　無償資金協力は前年度から１億
円の増加となった。FOIPの実現
やSDGsの達成に加え、「質の高
いインフラ」の展開などの経済外
交の推進のため、無償資金協力を
効果的・効率的に活用していく。
「JICA運営費交付金等」は、国
際協力機構（JICA）が実施する
技術協力の実施費用などに充てら
れる予算だ。前年度から６億円増
加した。在外公館における経費な
どに充てる「援助活動支援等」は
ユーロ安などに伴い11億円減と
なった。在外公館は今年度、ハイ
チの兼勤駐在官事務所が大使館に
格上げされるほか、フィリピン・
セブの領事事務所が総領事館に格
上げされる。
　国際機関への分担金・拠出金は、
前年度から56億円増となった。
日本人職員の増加に伴い、国連開
発計画（UNDP）、国連児童基
金（UNICEF）をはじめとする
国際機関への任意拠出を継続する。
加えて、2019年６月開催のG20
大阪サミットSDGs推進本部会合
で日本政府が世界エイズ・結核・

マラリア対策基金（グローバルフ
ァンド）への拠出を発表したこと
を受け、同基金へ80億円拠出す
る。
 グローバルファンドや予防接種
プログラムを世界各国で推進する
GAVIアライアンスへは、19年度
補正予算からも計465億円拠出し
ている。19年度補正予算の中の
ODA予算は政府全体で1,315億
円に上り、外務省の所管分は
1,075億円となっている。前述の
グローバルファンドへの拠出のほ
か、人道・テロ対策・社会安定化
支援などに充てられている。

予算の柱に沿ったODAを実施

　同省は2020年度の取り組みを
６つの柱に分けている。このうち、
柱１「基本的価値に基づいた国際
秩序を様々な挑戦から守り続け
る」、柱２「積極的な経済外交を
推進する」、柱３「戦略的対外発
信を強化し、親日派・知日派を拡
大する」、柱４「地球規模課題の
解決に積極的に貢献する」、柱５
「大規模人的交流時代を第一線で
支える」の５つで、ODAを積極
的に活用する方針だ。
　柱１では、FOIPの推進を目指
し、太平洋島嶼国への協力を拡大

する。具体的には、途上国に対す
る法制度整備支援、海洋保安関連
機材供与、空港や港湾などのイン
フラ管理能力向上プロジェクトな
どを実施する。
　柱２では、中小・中堅企業を含
む日本企業の海外展開支援で
JICAへの側面支援を継続すると
ともに、質の高い日本の技術・製
品の普及促進支援を行う。
　柱３では、前年度から引き続き、
JICA開発大学院連携を推進する。
　柱４では、人間の安全保障や
SDGsの達成に向けて、水や栄養、
海洋問題に関する国際会議を主導
する。国際会議は、10月に「ア
ジア・太平洋水サミット」、12
月に「成長のための栄養サミッ
ト」（N４G）の開催を予定して
いる。さらに、「海洋プラスチッ
クごみ対策促進支援に関する国際
会議」の初開催も予定している。
このほか、N連における一般管理
費の引き上げを受け、新たな試み
としてNGOが手掛けるODA事
業の第三者評価も始まる。この第
三者評価に参加する有識者は次年
度以降、増やしていく予定だ。
　柱５では、在外邦人の安全確保
や開発途上国に対するテロ対策支
援に継続して取り組む。

億6,700万円を計上した。大幅減
になったのは、中国に対する日本
のODA予算の新規供与が終わっ
た要因が大きい。前年度までは
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
の運営費交付金に中国における事
務所費も含めてODA予算が計上
されていたが、この分が新年度か
ら非ODA予算になった。
　一方、「質の高いインフラの海
外展開に向けた事業実施可能性調
査事業」は７億5,000万円と前年
度比7.1％増になった。政府のイ
ンフラ輸出拡大戦略として2016
年度から継続している事業だ。特
定開発地域のインフラ整備計画の
策定などの調査をする「委託」と、
個別の事業実施可能性調査
（F/S）の支援をする「補助」の
二種類があり、このうち委託の予
算を前年度比25%増の５億円に
増やした。電力、水、交通インフ
ラなどに加え、経済のデジタル化
も一体的に整備するスマートシテ

額となり、このうち、「国費外国
人留学生制度」が前年度比4.5％
増の128億2,100万円となった。
　日本政府は高等教育機関などへ
の優秀な外国人材の確保を通じた
“内なる国際化”を推進するため、
2020年を目標年とした「留学生
30万人計画」に取り組んでいる。
取り組みの一環として、例えば、
海外における日本への留学に向け
た募集・選考活動を効率化させる
ほか、日本留学の魅力の発信強化
を進めている。
　日本留学の魅力発信のための拠
点整備を目的として、2018年度
から開始した「日本留学海外拠点
連携推進事業」を今年度も継続す
る。
　「日本留学海外拠点連携推進事
業」は、日本の大学の海外拠点な
どに留学コーディネーターを配置
し、現地の情報収集や日本留学の
魅力発信を行う「留学コーディネ
ーター配置事業」を発展させたも

のであり、日本および現地の関係
機関（政府機関、在外公館、教育
機関、企業など）と連携し、渡日
前から母国へ帰国した後まで、一
貫したサポートを提供できるよう
な体制を構築していく。
　2019年度からはサテライト拠
点の設置により、拠点設置国にと
どまらず、南米、中東・アフリカ、
ロシア・CISなど、拠点を置く地
域全体をカバーできるよう活動を
拡大させているほか、留学生の選
抜・採用から帰国後のフォローア
ップまでを手掛けるなど、「日本
留学海外拠点連携推進事業」を受
託する大学の取り組みを拡充させ
ている。

デジタル経済重視を予算に反映

　経済産業省は2020年度ODA予
算として前年度比12.5%減の122

感染症対策など保健分野を重視

　財務省は2020年度のODA予算
として前年度より0.9％増の775
億600万円を計上した。厳しいや
りくりの中、前年度比で微増にな
った背景には、2019年に日本が
初めて議長国となったG20大阪サ
ミットがある。その一連の会議で
は、国際社会が「質の高いインフ
ラ投資」、「ユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ（UHC）」、
「低所得国の債務問題」に取り組
む上で、日本がこれらの論議を主
導した。「日本が議長国として取
り組んだ成果を決して文章で終わ
らせるのでなく、現場での実践に
移していくことが重要」（財務省
関係者）という。
　具体的項目で見ると、国際機関
への拠出金を示す「アジア開発銀
行等拠出金」は前年度比6.2％増
の299億8,400万円となった。こ
の中には母子保健、感染症の対応
を目的とする、グローバル・ファ
イナンシング・ファシリティー
（GFF）、パンデミック緊急フ
ァシリティー(PEF)など世界銀行
が管理する信託基金への資金拠出

がある。
　GFFは、2019年10月の世銀総
会で日本が2,000万ドルの追加拠
出を表明した。GFFによる支援
と併せて、世銀からの資金拠出を
求めることで、レバレッジ効果を
狙っている。また、PEFは西アフ
リカでのエボラ出血熱の流行を教
訓に2016年に立ち上げが表明さ
れ、2018年にコンゴ民主共和国
でエボラ出血熱の感染が広まった
際、その対応のため、初めてPEF
から資金が提供された。
　一方、日本が最大の出資国であ
るアジア開発銀行（ADB）が今
年５月に韓国・仁川で開催する予
定の年次総会では、アジア諸国の
保健担当大臣も関連行事に参加す

るという。感染症対策を含む国際
保健の強化について議論する予定
だ。
　このほか、債務国の債務管理体
制の強化のために、国際通貨基金
（IMF）に置かれているデータ・
フォー・ディシジョン（D4D）
基金への資金拠出も継続する。
　「二国間技術援助等経費」は、
前年度より５割以上の減少になっ
た。だがこれは、2019年にあっ
たG20開催に伴う事務経費がなく
なった要因が大きい。開発途上国
の財政担当者向けに財政・経済制
度に関する研修、途上国税関向け
に通関業務や不正薬物取締に関す
る研修など、人材育成のための技
術援助を行う。

留学生のサポート体制を拡充

　文部科学省は、前年度比1.8％
増の168億4,800万円を計上した。
主に「留学生交流」関連事業が増

防疫対策と専門家ネットワークの
整備を進め、アジアにおける疾病
の発生監視を強化・推進し、疾病
発生情報の集約・分析に取り組む。
　また、東南アジアでの食産業の
人材育成にも１億2,400万円を計
上し、事業実施主体である東南ア
ジア諸国連合（ASEAN）事務局
に拠出する。ASEAN加盟10カ国
の農業系大学に農産物・食品のバ
リューチェーンに関する講座を開
講し、専門人材の育成を図る。東
南アジアでは食の安全性にも関心
が高まっており、日本発食品安全
管理規格（JFS）についても現地
政府や企業の職員も対象に講義や
実習をする。現地から日本に招い
てのインターン研修も新たに実施
する予定だ。
　一方、フードバリューチェーン
の構築支援では、アジア・アフリ
カの農協や農民組織の能力向上と
日本の食関連企業との連携支援事
業にも１億1,100万円が計上され
た。ASEAN事務局、国際協同組
合同盟（ICA）に資金を拠出し、
現地の日系食関連企業と連携した
農民組織の育成・強化への支援、
農村女性の農民組織への参加促進、
マーケティング能力の向上などを
図る。

アジアの統計人材の育成を強化

　総務省は前年度比0.6％増の８
億2,225万円を計上した。開発途
上国における情報通信技術

実な実施に取り組む。
　①では、2018年に施行された
海外インフラ展開法に基づき、独
立行政法人などが有する国内での
豊富な経験・知見を、海外インフ
ラ事業に活用する。具体的には、
独立行政法人などがニーズ調査、
案件発掘調査に関与し、民間事業
者の海外展開を促進していく。
　②では、外国企業との第三国連
携による海外進出の支援を一層進
める。中国などの他国企業と日本
企業が互いの強み・弱みを補完し
合う形で連携し、第三国に進出し
て競争力を強化することが狙いだ。
今後、国土交通省は日本企業によ
る第三国連携を推し進めるため、
案件発掘調査と日本企業・連携相
手となる外国企業向けに有望案件
を紹介するセミナーを実施する予
定だ。
　③では、わが国の質の高いイン
フラの海外展開を図るため、相手
国の制度構築、人材育成を一体的
に実施することとしている。

アフリカ豚熱対策にも注力

　農林水産省のODA予算は前年
度より0.2％減の26億8,600億円
になった。ODA全体では「世界
の食料安全保障に貢献する国際協
力の推進」をテーマに掲げ、具体
的には①フードバリューチェーン
の構築によるわが国食産業の海外
展開と途上国などの経済成長に向
けた対策、②飢餓・貧困対策、③
地球的規模の課題への対策、に取
り組む方針だ。
　このうち地球的規模の課題では、
この数年アフリカから中国、東南
アジアに感染が広がっているアフ
リカ豚熱（ASF）や口蹄疫などの
越境性動物疾病と水生動物疾病の
発生・拡大防止と清浄化に向け、
国際機関の国際獣疫事務局
（OIE）に6,000万円を拠出する。
ASFはまだ日本に及んでいないが、

ィのマスタープラン作成などを重
視し、増額を図った。
　一方、2019年度補正予算では
非ODA予算となっていたが、20
年度に執行する新規事業として
「アジアDX等新規事業創造支援
事業」14億円を計上した。この
うち６億4,000万円をかけて、東
南アジアやインドでスタートアッ
プ企業を含めた日系企業と新興国
企業などが連携し、デジタル技術
を活用して社会課題を解決するサ
ービスや商品を開発する取り組み
を促進し、事業環境の整備につな
げる。具体的には、農業へのICT
活用による農村住民の所得向上、
医療へのアクセス改善、IoT活用
による工場の生産性向上、フィン
テックによる低所得者層の機会
拡大と包摂型成長などを図る狙
いだ。

国際機関への拠出金を増額

　厚生労働省は前年度比0.8％増
の64億1,653万円を計上した。一
部の技術協力が終了したほか、国
際機関に支払う分担金が減少した
が、国際機関への拠出金が増加し
たため、微増となった。
　終了した技術協力は「開発途上
国における在職職業訓練指導員の
能力向上事業」だ。この事業は開
発途上国の職業訓練指導員を日本
に招き、能力向上に向けた訓練を
実施するプログラムだ。2017年
度から３年間にかけて実施され、
インドネシアとスリランカからや
ってきた指導員（各１名）が専門
施設で研修を受けた。
　世界保健機関（WHO）などの

国際機関に支払う分担金は軒並み
減少した。他方で国際機関への拠
出金は大幅に増加した。WHO向
けには「緊急対応強化事業」と
「高齢化認知症対策支援事業」へ
の拠出を増額する。国際労働機関
（ILO）へは新規案件である「ア
ジア地域における持続可能な社会
保険制度整備支援事業」と「労働
安全衛生分野における先進事例調
査普及事業」向けに資金を拠出す
る。これらの案件は日本が実施す
る「アジア社会セーフティーネッ
ト構築支援プログラム」の一部を
構成しており、前者は社会保険制
度の整備に向けた技術的支援をイ
ンドネシアとベトナムで行う。後
者は日本の労働安全衛生分野の専
門家をILO本部に派遣して、日本
の知見やノウハウを活用してもら
う事業だ。

インフラ海外展開の戦略的拡大

　国土交通省の2020年度ODA
予算は前年度比7.2％減の３億
3,643万円となった。一方、非
ODA予算も含む「インフラシス
テム輸出の戦略的拡大」に関する
予算は、前年度比７％増の28億
円を計上した。
　国土交通省は「国土交通省イン
フラシステム海外展開行動計画」
に基づき、①プロジェクトの「川
上」からの参画・情報発信、②イ
ンフラ海外展開に取り組む企業の
支援、③ソフトインフラ支援の着

棄物対策のナレッジセンター運営
支援に２億円を計上した。環境省
が2017年度から取り組む「環境
インフラ海外展開基本戦略」によ
るインフラ関連予算は、総額150
億7,000万円を計上した。これは
同省のODA予算より二桁大きく、
環境分野にインパクトのある「持
続可能な開発目標（SDGs）時代
の官民連携事業」として力を入れ、
日本の技術を途上国に導入する。
日本の温室効果ガス（GHG）削
減目標達成に役立つ「二国間クレ
ジット制度（JCM）」活用事業
が多い。
　これまでの実施例では、①カン
ボジアのプノンペンなどにLED
による街路灯と無線通信を組み合
わせたシステムを配備し、街路灯
の調光制御や故障監視、省エネと
GHG削減を進め、スマートシテ
ィ整備に貢献。②横浜市による都
市間連携の技術協力も得て、ベト
ナム・ダナン市水道公社に高効率
ポンプを導入。③ミャンマー・ヤ
ンゴンの廃棄物発電などがある。
いずれも日本企業が設備・製品を
供給し、JCMの補助を活用した。
　また、環境省はアジア開発銀行
（ADB）に信託基金「JCM日本
基金」を設立しており、2020年
度はJCM制度の予算から10億円
を拠出する。ADBの環境プロジ
ェクトに優れた低炭素技術を導入
できるよう、基金から資金援助を
する仕組みだ。2019年度はモル
ディブに高性能リチウムイオン電
池による蓄電池システムを導入し
た。

出金を計上している。アジア・太
平洋地域におけるICT分野の人材
育成やデジタル・ディバイド解消
に向けた取り組みに充てられる。

JCMで環境インフラ整備進める

　環境省の2020年度ODA予算は
前年度より6.9％減の５億9,018
万円を計上した。ODA予算が全
般に抑制傾向となる中、国際機関
への分担金・拠出金では「アジ
ア・アフリカ諸国における３R
（Reduce Reuse Recycle）の戦

略的実施支援事業拠出金」として
前年度比3,000万円増の9,435万
円を計上した。また、「国際的水
環境改善活動推進費」は、日本が
主導する「アジア水環境パートナ
ーシップ（WEPA）」の活動経費
で、前年度より増えた。WEPA
は水環境管理に携わる行政官のネ
ットワークで、開発途上国の人材
育成や基準作り、法整備などの支
援を進めている。
　その一方、非ODA予算は「環
境国際協力・インフラ戦略推進
費」で東アジア・アセアン経済研
究センター（ERIA）に設置され
た海洋プラスチックごみを含む廃

（ICT）の発展に向けた協力事業
や国際機関への分担金・拠出金に
充てられる。
　「国連アジア統計研修協力費」
では、アジア太平洋地域の開発に
資する統計の作成能力と研修能力
の強化を目的に、統計研修の専門
機関である国連アジア太平洋統計
研修所へ資金を拠出している。国
連アジア太平洋統計研修所はこの
資金を活用して、アジア太平洋地
域の統計を担当する政府職員に対
し、各種研修を実施している。
2020年度は研修コースの増設お
よび研修生受け入れ人数の増加に
伴う渡航費の増加を見込んで、前
年度比0.9％増加の３億2,458万
円を計上した。
　ICTの発展に向けては、①「情
報通信分野の国際協力の在り方に
関する調査研究」、②「ICT発展
に向けた日ASEAN共同調査・研
究事業」を継続する。
　①では、2019年度と同様に国
際会議の出席に必要な経費支払い、
ICTに関する情報の収集・分析、
そして日本の情報通信政策の対外
発信に充てられる。
　②でも、19年度と同様に東南
アジア諸国連合（ASEAN）に資
金を拠出し、共同調査を通して、
日本とASEAN地域におけるICT
産業の発展を模索する。
　国際機関ではアジア・太平洋電
気通信共同体（APT）、国際電
気通信連合（ITU）、万国郵便連
合（UPU）向けに分担金を計上
している。これらの国際機関のう
ち、APTには１億6,473万円の拠

項　目 2019年度
予算額

2020年度
 予算案 増減額 伸率（％）

合　計

◆2020年度総務省ＯＤＡ予算 （単位：千円）

  情報通信分野の国際協力の在り方に関する調査研究 

 アジア・太平洋電気通信共同体（APT）分担金 

 アジア・太平洋電気通信共同体（APT）拠出金 

 国連アジア統計研修協力費 

 国際電気通信連合（ITU）分担金 

 ICT発展に向けた日ASEAN共同調査・研究事業 

 万国郵便連合分担金 

     46,830 

 45,263 

 156,752 

 321,744 

 194,044 

 11,000 

 41,677 

 817,310 

     44,077 

 45,233 

 164,727 

 324,583 

 188,892 

 11,000 

 43,739 

 822,251 

    ▲2,753 

 ▲30 

 7,975 

 2,839 

 ▲5,152 

̶ 

 2,062 

 4,941 

▲ 5.9

▲ 0.1

5.1

0.9

▲ 2.7

̶ 

4.9

0.6

13省庁・機関別ODA予算 13省庁・機関別ODA予算 13省庁・機関別ODA予算 13省庁・機関別ODA予算 13省庁・機関別ODA予算

◆2020年度環境省ODA予算（一部 非ODA予算含む）   

項　目

技術協力

合　計

2019年度
予算額

2020年度
  予算案 増減額

（単位：千円）

国際機関への分担金・拠出金

国際的水環境改善活動推進費
二国間水環境改善活動推進費
循環経済構築力強化プログラム事業
環境国際協力・インフラ戦略推進費

世界適応ネットワークアジア太平洋地域等事業拠出金
アジア・アフリカ諸国における３Ｒの戦略的実施支援事
業拠出金
国際自然保護連合分担金
国際湿地保全連合分担金
国際自然保護連合拠出金
国際連合環境計画拠出金
国際連合環境計画国際環境技術センター拠出金
モントリオール議定書多数国間基金拠出金（HFC分）

214,336 
56,409 
24,508 
24,479 
108,940 
419,323 
66,000 
64,350 

1,674 
1,681 
7,283 

166,111 
88,000 
24,224 
633,659 

174,172 
63,708 
24,529 
12,000 
73,935 
416,009 
66,000 
94,350 

1,629 
1,605 
7,090 

166,111 
55,000 
24,224 
590,181 

▲40,164
7,299
21

▲12,479
▲35,005
▲3,314

̶
30,000

▲45
▲76
▲193
̶

▲33,000
̶

▲43,478 

▲ 18.7
12.9
0.1

▲ 51.0
▲ 32.1
▲0.8
̶

46.6

▲2.7
▲4.5
▲2.7
̶

▲37.5
̶

▲6.9

伸率（%）

　

ては開発途上国も新興国も、最先
端の技術の研究をやりたがる傾向
にある。最先端技術で途上国・新
興国・先進国が一緒にどう連携し
ていくか、考えていく必要がある
だろう」と指摘する。

女性・海外研究者を増やせ

　現状、日本の科学技術力はまだ
世界で高く評価されている。しか
し、少子高齢化に伴う研究人材の
減少などを背景に、将来的な科学
技術力の低下を懸念する声はある。
岸氏は、「解決策は研究者の数を
増やすこと。それには女性研究者
を増やすか、外国から研究者を呼
んでくるしかない。また､日本の
大学が発表する論文の数が減少し
ていることや大学の国際ランキン
グが落ちてきていることも、日本
のイノベーション力に影響を与え
ている。どの大学も頑張ってはい
るが、現行の枠組みを変えずに手
をこまねいているようだ。政府が
思い切って予算をつけて各大学に
外国人研究者枠を設けるなど、既
存の枠組みを超えたことをやる必
要がある。ODAなども活用し、
アフリカなどから良い学生をもっ
と呼んでほしい」と主張する。
　SDGsを含め、こうした科学技
術外交の推進や日本の外国人受け
入れへの対応など、ODAの役割
はますます多様化している。これ
らに機動的に対応していけるよう、
JICAだけでなくODA全体で制度
改善や開発業界の経営改善などさ
らなる改革が求められている。

STI活用でもカギは“連携”

　SDGs達成に向けては、科学技
術イノベーション（STI）の推進
も重要な要素だ。JICAも昨年、
企画部の中にイノベーション・
SDGs推進室、社会基盤部の中に
STI室を立ち上げた。加えて、日
本としては「科学技術外交」の動
きをさらに活発化する必要もある
だろう。
　科学技術外交は、自国の科学技
術力を用いて国際社会での存在感
を高めたり二国間の関係強化を図
ったりするもので、日本のODA
では地球規模課題対応国際科学技
術協力プログラム（SATREPS）
がその一つとなっている。世界で
は欧米などが2000年頃から科学
技術外交を推進し始め、日本も
SDGsが採択された2015年に外
務大臣科学技術顧問を設置し、本
格的に動き出した。近年は地球規
模課題への対応にSTIへの期待が
高まる中、開発途上国やODA卒
業国含めた新興国などとの新たな
関係構築を進める上で、日本の科
学技術力を生かそうという機運は
ますます高まりつつある。
　そうした中で、初代外務大臣科
学技術顧問を務めた岸輝雄東京大
学名誉教授は、今後の課題として
連携の重要性を強調する。「外務
省が中心となり、科学技術外交に
関する府省、研究機関、経済界や
アカデミアを含んだネットワーク
形成が必要だ。今はまだ十分でと
は言えない」。さらに同氏は、他
国との連携も課題に挙げ、「米国、

欧州との連携強化は必須、かつ中
国とどのようにつきあうか」とも
語る。その中では、「科学技術協
力のうちの科学の協力は、“普遍
的な知の創造”であり、世界的に
連携して取り組むことに異存はな
い。しかし技術の協力は、例えば
知的財産権や技術流出、安全保障
問題上の問題などのリスクもあり、
連携と同時に対策を講じる必要は
ある」と、その難しさも示唆した。
岸氏は、「技術の協力の場合は
“何となく付き合う”では成果は
でない。例えば私のような外務大
臣科学技術顧問といった相手国の
科学技術外交のキーパーソンを見
つけて，信頼を築いてから実際の
協力を進展させる。すなわち“一
点突破”して全面展開を図るとい
った戦略が有効ではないか」と提
案する。ただ、この戦略は国数も
多いアジアやアフリカではなかな
か手が回らない。「東南アジア諸
国連合（ASEAN）はキーパーソ
ンが分かりにくい。インドネシア
が一応中心になっているが、カン
ボジアやミャンマーなどの開発途
上国、シンガポールのような先進
国が揃っていて、それらをどうつ
なげるかが難しい」（岸氏）という。
　ODAの役割としては、人材育
成やSATREPSのような共同研究
での連携が、開発途上国や新興国
からのニーズが高いという。岸氏
は、「特にアフリカは、工学系の
大学や研究所を作り、それに産業
育成に向けた支援もパッケージ化
した支援といったものが非常に重
要になってくる。共同研究におい

５年連続で増加を維持

　2020年度の政府開発援助
（ODA）の一般会計予算案は前年
度比0.8％増の5,610億円となり、
５年連続の増加となった。関係者
からは安堵の声が漏れた。
　日本政府全体の20年度予算案
は、一般会計の歳出総額が102兆
6,580億円となり、当初予算では

２年連続で100兆円を突破した。
進む高齢化に伴い社会保障費は増
大しており、洪水や大型台風など
の自然災害からの復興も続いてい
る。そうした状況の中でも、
ODA予算は増加傾向を維持した。
これは、ODAのこれまでの実績
への評価がある程度示されたと言
ってもいいだろう。
　ODAは20年度も引き続き、大

きく分けて次の３つの役割が重視
されている。一つは「質の高いイ
ンフラ」輸出の促進を含めた「自
由で開かれたインド太平洋」
（FOIP）の推進、もう一つは
JICA開発大学院連携などを通じ
た親日派・知日派の拡大、もう一
つ が 持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）など地球規模の課題へ
の対処だ。
　中でも今年度は、目標年まであ
と10年となったSDGsにどこまで
本気で取り組むか、その姿勢が問
われる機会が多くありそうだ。と
いうのも、水に関連する生態系の
保護・回復を掲げるSDGsのター
ゲット6.6のように、いくつかの
ターゲットの期限は今年に設定さ
れている。加えて、日本ではアジ
ア・太平洋水サミット、栄養サミ
ット、海洋プラスチックごみ対策
促進支援に関する国際会議など、
SDGsの課題に関する国際会議が
相次いで開催される。
　そうした状況の中で、国際協力
機構（JICA）は組織再編を通じ
て“SDGs達成に向けたプラット
フォーム”としての役割を発揮し
ようとしている。外務省を含めた
各省庁も、ODA・非ODA予算
でSDGs達成にもつながる事業を
積極展開している。例えば環境省
は、「低炭素社会実現のための都
市間連携事業」を2013年から実
施している（43ページ参照）。
個々のこうした取り組みをどう取
りまとめ、一つの大きなインパク
トにしていくか。ODAの枠組み
を超えたさらなる連携が必要だ。 （本誌編集部・川田 沙姫）

SDGs達成への本気度問われる一年か
日本の“科学技術力”の向上も課題

◆2020年度ODA一般会計予算／事業予算

省庁名 2019年度予算額
2020年度

予算案 増減額 伸率（％）

（単位：百万円）

総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
警察庁
金融庁
計

0.6
7.4
1.2
0.9
1.8
0.8

▲ 0.2
▲ 12.5
▲ 7.2
▲ 6.9
12.2

▲ 31.6
0.8

ODA事業予算（グロス）
回収金
ODA事業予算（ネット）

※外務省資料より作成。24～34ページの表は四捨五入などの調整上、合計額・増減額・伸率に不一致あり
※なお、26～34ページの各省庁の表に関しては、各省庁からの提供資料あるいは本誌の調べにより作成

817
419

437,635
76,810
16,551
6,363
2,691
14,014
363
634
16
243

556,556

２兆2,062億円
▲7,126億円
１兆4,936億円

2.9

5.0

5
31

5,266
704
297
54
▲ 5

▲ 1,747
▲ 26
▲ 43
2

▲ 77
4,459

638億円

751億円

822
450

442,901
77,514
16,847
6,417
2,686
12,267
336
590
18
166

561,015

２兆2,700億円
▲7,013億円
1兆5,687億円
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◆ODA予算の推移（一般会計予算と事業予算）
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（単位：億円）

事業予算 一般会計予算

5,502 5,422 5,519 5,527
6,187

5,727 5,612 5,573 5,538 5,566 5,610

11,322 11,402 

11,673 
13,704

14,440
14,936

11,676 11,909 10,986 10,424
15,687
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